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令和２年５月 8 日 

福岡市家賃支援金募集要項 
福岡市家賃支援金申請サイト：https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html 

 

【受付期間】 

  令和２年５月１３日（水）から同年６月３０日（火）まで 

 

【申請書類の提出方法】 

〇外出自粛要請期間中のため，オンラインでの申請にご協力ください。  

福岡市家賃支援金申請サイトから申請することができます。 

（URL）https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html 

５月１３日（水）１０時００分から申請受付を開始します。 

６月３０日（火）２３時５９分までに申請を完了してください。 

 

※オンライン申請が困難な場合は郵送申請でも対応いたします。 

申請書類の様式は，申請サイトからダウンロードし，「7.申請に必要な書類」に 

定める書類を，下記の送付先へ郵送してください。 

６月３０日（火）の消印有効です。 

 

【送付先】 〒810-0072  

福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル５階 

福岡市緊急経済対策実行委員会 家賃支援金業務担当 

（JTB ビジネスネットワーク内） 

 

※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 

※書類の記入にあたっては，消せるボールペン等は使用しないでください。 

  ※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。 

 

【問い合わせ先】 

福岡市家賃支援相談窓口 

（電話番号）０９２－７３９－８１７５ 

（受付時間）9：００～１８：００（土，日，祝日も開設しています） 

※感染症拡大防止の観点から，対面での受付・説明は行いませんので，ご了承ください。 

 

 

https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html
https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html
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1. 支援金の概要 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」に基づき，福岡県から

出された協力要請等を受け休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設を

対象に，「福岡市家賃支援金」（以下，「支援金」といいます。）を支給します。 

 

（２）支給額 

１か月分の賃料の８割（１施設ごと上限額５０万円） 

※賃料については，令和２年４月分の賃料を対象とします。 

減免がある場合は，減免後の賃料を対象とします。 

※賃料には，建物の家賃のほか，店舗部分の借地料及び店舗営業に関わる駐車場の

借地料を含みます。 

※支給額は１円未満切捨てとします。 

 

2. 支給要件  

支給要件は以下のすべての要件を満たす者（以下「申請者」といいます。）とします。 

（１）福岡市内で下記のいずれかの施設を運営する者。ただし，大企業及び大企業が実

質的に経営に参画しているいわゆる「みなし大企業」を除く。 

①福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」 

②福岡県が指定した「基本的には休止を要請しない施設のうち食事提供施設 

（営業時間の短縮については，朝５時から夜８時までの間の営業を要請し，酒類 

 の提供は夜７時までとすることを要請）」 

※大企業とは，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中

小企業及び小規模事業者に該当しない会社とする。 

（２）施設の運営に必要な許認可などを取得の上運営している者。 

（３）施設に係る賃貸借契約を締結し，賃料の支払いを負担している賃借人である者。 

（４）令和 2 年 4 月 7 日から同年 5 月 6 日までのうち，定休日を含む１５日以上休業

等を行った者。 

（５）市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がない者。又は市税の徴収猶予の

特例制度等の対象となる者。 

（６）代表者，役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が，福岡市暴力団排除

条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号）第２条第２号に規定する暴力団員又は

同条第１号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有す

る者には該当せず，かつ将来にわたっても該当しない者。また，上記の暴力団，

暴力団員等が経営に事実上参画していない者。 
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3. 申請手続 

（１）申請期間 

令和２年 5 月１３日（水）から同年 6 月 30 日（火）まで 

  ※令和２年５月１８日（月）頃からの支給開始を予定しています。 

 

（２）申請書類の提出方法 

〇外出自粛要請期間中のため，オンラインでの申請にご協力ください。  

福岡市家賃支援金申請サイトから申請することができます。 

（URL）https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html 

５月１３日（水）１０時００分から申請受付を開始します。 

６月３０日（火）２３時５９分までに申請を完了してください。 

 

※オンライン申請が困難な場合は郵送申請でも対応いたします。 

申請書類の様式は，申請サイトからダウンロードし，「7.申請に必要な書類」に 

定める書類を，下記の送付先へ郵送してください。 

６月３０日（火）の消印有効です。 

 

【送付先】 〒810-0072  

福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル５階 

福岡市緊急経済対策実行委員会 家賃支援金業務担当 

（JTB ビジネスネットワーク内） 

 

※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 

※書類の記入にあたっては，消せるボールペン等は使用しないでください。 

  ※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。 

 

4. 支援金の支給 

支援金の支給の決定，通知 

申請書類を受領後，その内容を審査し，適正と認められる場合は支援金を支給しま

す。申請から支給まで概ね１週間程度の期間を要します。 

なお，審査の結果は，後日「審査結果通知書」を発送し，支援金は申請いただいた

金融機関口座に振り込みます。 

 

 

 

https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html
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5. その他 

（１）申請事業者のホームページへの掲載 

    市内の感染症拡大防止にご協力いただいた事業者として，事業者の施設名称

（屋号），所在区名を申請サイト上に掲載します。 

（２）支援金の返還，加算金等について 

    本支援金支給の決定後，申請内容に虚偽があった場合は，支援金を返還してい

ただくとともに，加算金及び延滞金を支払っていただきます。 

加算金については，支援金受領の日から返還の日までの日数に応じ，支援金の

額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した金額とします。 

延滞金については，返還期限までに納付しなかった場合に支払うものとし，返

還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ，年 14.6 パーセントの割合で計算

した金額とします。 

その他取扱いについては，福岡市補助金交付規則（昭和 44 年 4 月 1 日規則第

35 号）に準ずるものとします。 

（３） 「市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと」の確認にあたり，

福岡市税務担当課に市税等の課税及び納付状況について照会を行います。 

（４） 申請者（代表者）の個人情報について，申請者が暴力団員又は暴力団もしくは

暴力団員と密接な関係を有する者ではないことを照会するため，福岡市及び福岡

県警察に提供します。 

（５） 申請にあたりご提出いただいた情報は，本支援金の審査・支給に関する事務に

限り使用し，他の目的には使用しません。 

（６） ご提出いただいた申請書類一式は返却しません。 

（７） 必要に応じ，賃貸人等の関係者に内容の確認等を行うことがあります。 

（８） 申請書の提出後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。

期日までに提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。 

 

6. 問い合わせ 

  ご不明な点は下記の問い合わせ先で対応させていただきます。感染症拡大防止の観 

点から対面での受付・説明は行いませんので，あらかじめご了承ください。 

  【問い合わせ先】福岡市家賃支援相談窓口 

（電話番号）０92－739－8175 

（受付時間）9：００～１８：００（土，日，祝日も開設しています） 
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7. 申請に必要な書類 

書類名及び説明 

① 

申請書（様式１）  

 オンライン申請の場合は専用フォームに入力してください。 

 郵送の場合は所定の書式（様式 1）に記入してください。 

② 

誓約書（様式 2）  

 所定の書式（様式２）に記入してください。 

 オンライン申請の場合は記入した誓約書を添付してください 

③ 

代表者の本人確認書類（写し）  

 確認書類の例 

・運転免許証（表・裏の両方） 

・パスポート（顔写真記載のページと所持人記入欄ページ） 

・健康保険証（表・裏の両方）  

※住所，氏名，生年月日が分かる箇所を提出してください。 

 

④ 

直近の確定申告書（写し）  

 法人の場合，下記の両方を提出してください。 

・確定申告書別表一の控え 

・法人事業概況説明書の控え（両面） 

※受付印または電子申告の受信通知があるものを提出してください。 

 個人事業主の場合，下記を提出してください。 

  ・確定申告書第一表の控え 

※受付印または電子申告の受信通知があるものを提出してください。 

 

 設立後未決算の場合は下記書類を提出してください。  

法人   ：現在事項証明書 

      （登記簿謄本／発行日から３か月以内のもの） 

個人事業主：開業届の控え（県内税務署受付印があるもの） 

 

⑤ 

営業に関する許認可証など（写し）  

 申請する施設の運営にあたり，法令等が求める営業に必要な許認可証な

どを提出してください。 

（例）飲食店営業許可，風俗営業許可，深夜酒類営業届など 

※準備が困難な場合等は，お問い合わせください。 
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⑥ 

賃貸借契約書等の賃料を負担すべきことが証明できる書類（写し）  

 物件所在地，賃料額，契約者（賃貸人，賃借人）の記名捺印が確認でき

るページの写しを提出してください。  

 紛失等により書類が準備できない場合は，賃貸借証明書（様式 3）を提

出してください。 

⑦ 

賃料等の支払い実績が確認できる書類（写し）  

 令和２年４月分の賃料が支払われたことが確認できる通帳（※）や領収

書等の写しを提出してください。 

 ※金額に印をつけるなど該当箇所が分かるようにしてください。 

 賃料の減免や支払いの猶予を受けている場合は，賃貸人が発行した通知

書などの減免後の金額や猶予されたことを確認できる書類を提出して

ください。該当する書類がない場合は，賃貸人申出書（様式 4）を提出

してください。 

⑧ 

休業等の状況が分かる書類（写し）  

 休業の場合，休業期間が分かる書類を提出してください。 

 時間短縮営業の場合，時間短縮営業の期間，営業時間（変更前・変更後）

が分かるものを提出してください。 

 提出書類の例 

ホームページ，店頭ポスター，チラシ，DM など 

⑨ 

通帳などの振込口座に関する事項が確認できる書類（写し）  

 振込希望口座の金融機関名，支店名，預金種目，口座番号，口座名義 

（ｶﾅ）が確認できる通帳のページの写し（通帳の１ページ目の見開き）

などを提出してください。 

 振込口座の名義について 

・個人事業主の場合は代表者個人の名義としてください。 

・法人で申請される場合は，法人名義としてください。法人代表者の個人   

 名義の口座などでは受付できません。 

※申請書の提出後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。期日ま

でに提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。 


